
２.事業の概要
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成果指標
（達成度等）

特定不妊治療費助成後妊娠数 人 6 5 6

不育症治療費助成後出産数 人 － －

（活動量） 不育症治療費助成数 人 － － 3

活動指標 特定不妊治療費助成数 人 13 10 13

(対象者数等） 不育治療費助成申請数 人 － － 3

対象指標 特定不妊治療費助成申請数 人 13 10 13

３.指標値の推移

各種指標の実績と見込み、目標
単位

平成23年度
（実績値）

平成24年度
（実績値）

平成25年度
（見込み又は計画値）

（ 指 標 名 ）

総事業費 (a)+(b) 千円 1,300 957 2,519

事業費内訳
特定不妊治療費助成：1,300千円（１年度当り上限100,000円×13人）
不育症治療費助成 ： 300千円（１年度当り上限100,000円× 3人）

年度

事
業
費

千円

職員人数（概算職員数） 人 0.15

人 件 費 計 千円 919

その他 千円

一般財源 千円 1,300 957 1,600

県支出金 千円

起債 千円

1,300 957 1,600

国庫支出金 千円

執行体制 町職員実施 一部委託あり 全部委託 その他

単位
平成23年度
（決算）

平成24年度
（決算見込）

平成25年度
（予算）

対象
(誰を・何を)

特定不妊治療・不育治療を行う夫婦

内容
特定不妊治療費助成 １年度当り上限 100,000円
不育症治療費助成 １年度当り上限 100,000円

根拠法令・条例等 少子化社会対策基本法

行革大綱実施計画事業
（細目コード・事業名） － 事業開始年度 平成20年度

目的
（何のために）

少子化対策として子どもを望む夫婦の経済的な負担を軽減（治療費の一部を助成）して、特定不妊治
療・不育治療を受け易くする

事業名 妊婦支援事業 担当課・係名
スポーツ健康課

健康増進係

総合計画実施計画事業
（認定番号・事業名） － 事 業 番 号 9

平成 25 年度事務事業評価シート 第２号様式

１.評価対象事務事業 シート作成日 平成25年7月17日



４.事務事業の評価

■ □ □ □
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６.平成26年度事業への取組み状況（改善内容等）

① 改革・改善への取り組み

特定不妊治療については、県が行う補助額や対象年齢等の改正に併せて、事業内容の見直しを行うととも
に、町民の認知度が低い不育症の助成事業についての周知活動を行う。

② 平成26年度に着手する事項

不育症の助成事業の認知度を高めるため、様々な媒体を活用して周知活動を行う。

③ その他（課題、調整事項等）

事業の抜本的な見直しが必要

事業継続の必要性が低い（休止・廃止）

５.改革・改善の方向性 （平成 26 年度以降）

図られていない 図る余地は無い その他

理
由

不育症については、国や県の補助事業が無いため、補助金の創設を継続的に要望していく。

担当課による

評価

妥当性、成果、効率性はおおむね良いが、改善の余地がある 評価理由

事業の一部見直しが必要 特定不妊治療では、4割以上が妊
娠に至っており、成果を達成でき
ていると考えられる。

効
率
性

・コストに
対して効率
的か

効率的 おおむね効率的 非効率 その他

理
由

予算の範囲内で申請者への助成を行っている。

・コストの
削減等を
図ったか

図った

成
果

・意図した
成果が得ら
れている
か。

得られている おおむね得られている 得られていない その他

理
由

出生数／助成件数として 平成23年度 ６人/13件
平成24年度 ４人/10件 と確実に出産に繋がっている。

総合計画に位置づける重点プロジェクトを進めるための重点項目の１つである「子育て支援（少
子化対策）」の一環として、他市町村に先行する形で進めている事業である。

・実施手段
は妥当か

妥当 おおむね妥当 改善の必要あり その他

理
由

同様の事業を行っている全国の自治体の事業内容（実施手段）を調査・検討した結果、決定して
いる。

妥
当
性

・実施主体
は妥当か

妥当 おおむね妥当 変更の必要あり その他

理
由

特定不妊治療費補助額について、平成25年度より県の特定不妊治療支援事業の助成金額が変更になったことに伴い、見直
しを行う。特定不妊治療費助成と不育症治療費助成については、町ホームページ、チラシ、町広報紙等に加えて県や当該
治療を行う医療機関とも連携して周知に努める。


